
■令和６年度市政懇談会記録（11月開催分） 「内容」「懇談会での回答」は、読みやすくするため、正確さを損なわない範囲で、部分的に文章上の整理を行っています。

番号 年月日 種別 地区名 担当部 担当課
参加者発言趣旨

（タイトル）
内容（要旨） 懇談会での回答（現状・取り組み状況等）

2 R6.11.8 市政懇談会 浮田 建設部 建築住宅課 空き家件数の把握状況等に
ついて

　空き家について、現在浮田地区に何件あるかなど把握され
ているのか。また、今後、区長を通じて調査するといったこと
はあるのか。
　現在、すでに潰れてしまっている家屋もあり、どのような調
査状況となっているのか質問させていただく。

　現在、市では1,700件ほどの家屋について調査を行っており、うち空き家として認定している建物数は、1,115件となっている。
　空き家の件数については、平成24年度に行政区長から情報提供をいただき、現地調査を行った後、解体済みや入居者不在となるなどにより、空き家件数の増減を確認しながら推移している。
　空き家はA～Dの４段階で、建物の状況を判定しており、その中で法律に基づき特定空き家の判定を行うこととなる。特定空き家と判定した場合、勧告をした段階で固定資産税の優遇措置を外すこととなるが、改善が見られなければ、行政代執行による解体撤去の執
行をすることができるようになる。
　花巻市で特定空き家に認定されたのは２件のみで、１件目は花巻駅前付近で、すでに道路に壁が落ち危険な状態であったが、所有者自ら解体した。もう一件は、中心市街地の大きなビルで、これも壁が道路に落下している状態であり危険であったことから、初めて花
巻市で代執行を行った。その解体費用は所有者に請求することとなるが、全国的にみても回収できないところが多数あるという状況である。このような状況から、費用について、皆様方から預かった税金を使って特定の個人が所有する空き家を解体することになるた
め、市民に理解をいただかないと進めないところもあるが、第三者に危険を及ぼす場合は、市が法的な対応をする必要もあると考えている。
　なお、特定空き家にも種類があるが、景観が悪いということで特定空き家となったものについては、行政代執行ができないこととなっている。
　この法律は昨年12月に法改正になり、特定空き家と判断される前の段階に、管理不全空き家に指定することができるようになったところで、管理不全空き家についても勧告をすることで固定資産税の優遇措置を外すことができる。
　現在、どういった状態の空き家を管理不全空き家とするかの判断基準となるガイドラインを検討しているところである。

定住推進課
建築住宅課
農業委員会
地域振興課

増える不在地主問題等につ
いて

　花巻市では空き家バンク事業への取り組みなど、定住促進
に対し結果が出ていること。特にも東和地区、中内地区にお
いても、着実に空き家の活用が図られていることに対し感謝
申し上げる。
　とは言え、高齢化の波は止めることができず、当地域内に
は空き家が増える一方であり、持ち主の事情などで空き家バ
ンクへの登録もままならない。
　また、農地やその周辺についても不在地主の土地に対し
て、誰がどのように管理すべきなのか、地域では問題になっ
ている。
　そのような状態から、半壊状態の家屋や荒れている農地を
誰がどのように管理するべきか、市の考え方を示していただ
きたい。

【地域振興部長】
　花巻市の空き家バンクに登録した物件については、移住定住ポータルサイト「いいトコ花巻」や全国版空き家バンクのサイトでご紹介している。また、空き家バンクに登録された空き家が売買または賃貸について成約に至った場合、その空き家の所有者に奨励金とし
て10万円を交付しているところである。
　市では、空き家バンクへの登録について、固定資産税納税通知書へのチラシ同封や、広報はなまき、花巻市ホームページでの周知などに取り組んでいる。
　また、県外から移住された方が空き家を取得・賃借した場合、リフォーム費用、引越費用、家具家電の購入費用等を上限200万円まで補助する「定住促進住宅取得等補助金」がある。
　加えて39歳以下の方及び県外から移住された方が空き家を取得した場合、30万円の奨励金が交付される「若者世代空き家取得等奨励金等」がある。
　市ではこのような制度を設け、空き家の活用を図っているので、引き続き周知に取り組んでまいりたい。

【建設部次長】
　空き家対策について、市では「花巻市空家等対策計画」に基づき行っているが、空き家の所有者等が自ら適切に管理することが原則となっている。
　市が行っている具体的な取り組みとしては、毎年、所有者等が自ら適切に管理する必要があることを認識していただくため、固定資産税の通知に所有者等の責務に関するチラシを同封し、空き家問題について注意喚起しているところである。そのほか、空き家敷地の
草木が隣地や道路などに越境していたり、空き家にハチが営巣しているなどの通報があった場合は、職員が現地を確認した上で、所有者等に対して適切な管理を促す文書を送付しており、その際には、草刈り等の管理代行サービスを行っている花巻市シルバー人材
センターのチラシや害虫駆除業者の一覧などを添えて、所有者等が自ら対応していただく方法を周知している。
　また、空き家の解体等に対する経済的支援としては、老朽化により危険な状態にある住宅等の除却に要する費用の一部を補助する「花巻市老朽危険住宅除却費補助金」や、空き家等を解体した跡地に住宅や店舗などを新築することを条件に、空き家等の解体に要
する費用の一部を補助する「花巻市空家等解体活用補助金」といった支援制度を設けている。
　なお、老朽化等により、倒壊など第三者に著しく危険となるおそれや、異臭の発生など公衆衛生に著しく有害となるおそれがあるなどの空き家等については、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の規定に基づき、市が特定空家等に指定した上で、所有者等に
対し、除却、修繕など周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう指導、勧告、命令等ができることとされているので、そのような空き家の情報があれば、建築住宅課までご相談いただきたい。

【東和総合支所長】
　東和地域では、東和作戦会議が土沢商店街に店舗を構え、元市職員２名が空き家対策等に対応いただいている。もともと東和総合支所内で勤務いただいていたが、土日に来客も多い状況であることから、店舗を構えていただいたところである。
　東和作戦会議の職員からは、住宅裏の土壁が崩れていて空き家バンクには掲載できない物件を、毎日の遠方への通勤に苦労しているという方へ案内したところ、成約になったケースがあったとの話も伺っている。
　入居を進める場合、まずは相続がちゃんとしていること、また、建物内に仏壇があったり、家具があるとどうしても案内できない状況と伺っており、建物内を整理する必要がある。
　実績については、昨年度空き家バンクに登録された件数は５件で、成約になった件数も５件とのことであったが、今年度は上半期だけでも成約件数が６件と昨年度の実績を超えている。
　空き家バンクに登録出来そうな物件などがある場合は、東和作戦会議へ相談いただきたい。

【農業委員会事務局長】
　適正な管理が及んでいない遊休農地を含む土地が増加傾向にあることは、周辺に居住あるいは事業を行う住民等の生活環境面への影響について、問題であるという認識はあるものの、一義的には、個人の財産についてはその所有者自らが適切に管理・保全をし
ていくことが法の要請であり、当然それが期待されるところである。
　しかしながら、高齢化、後継者等の労働力や担い手不足を要因とし、農地として維持することが困難な農地が今後増加することは、市農業委員会として懸念している。
　現状においては、地域共同による多面的機能支払制度を活用した保全活動や、中山間地域等における農業生産活動を将来に向けて維持する中山間地域等直接支払制度の元での協定締結による活動によって、地域内の遊休農地の増加の抑制は一定程度図られ
ているが、所有者の合意が得られない場合は、当該活動の対象にできないため、連絡が取れない不在地主あるいは誰が所有管理しているか地域でも分からない所有者不明農地については、止む無く活動エリアから外さなければならない状況もあり、結果として農地
が遊休化し、農地以外の土地も含めて、今後、荒廃地が増加していくことへの懸念が本日の市政懇談会のテーマであると考える。
　その背景として、近年、空き家などの管理できない財産がある場合、特にも地元から離れて遠方にいる相続人が、先祖代々引き継がれてきた農地等を維持管理することが物理的に困難な状況において、「相続放棄」をすれば管理から免れられると考えている方も増
えてきているようである。相続放棄をすることで将来的には財産の管理や所有から逃れられることができるが、相続放棄したからといって、必ずしもすぐに管理や保存義務がなくなる訳ではないということを知らない方も多いものと考えられる。
　本年４月に策定した、市全域を16の地域とする地域計画には、地域が抱える農業の課題が記載されており、全ての地域で担い手の高齢化や後継者の不足といった労働力不足を課題としているほか、中山間地域など耕作条件不利地を多く抱える地域においては、労
働力不足に加え、遊休農地化の進行や鳥獣被害の拡大といったことなどを課題としている地域が多く見られる状況となっている。
　浮田地区を含む中内地域の地域計画においても、規模縮小などの意向のある農地面積が45haに対し、今後農業を担う者が引き受ける意向のある農地面積は4.56haとされており、これまで農地を耕作もしくは適切に管理・保全をしてきた農業従事者の高齢化と共に、
後継者・労働力不足の傾向が今後も続くことから、地域資源である集約可能な農地を担い手や新規就農者等に円滑に引き継いでいくことが重要です。
　農業委員会としては遊休農地の発生抑止に取り組む必要があり、「農地について権利を有する者の責務」を履行してもらうため、また、農地の利用の最適化の推進の一環として「農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保」が農業委員会法で定められてい
ることから、年２回の農地パトロールを実施している。
　調査結果をもとにした所有者に対する意向調査において、農地所有者にとっては大変な負担と承知しているが、雑草繁茂による害虫の発生のほか、野生鳥獣のすみかや通り道になるなど、周辺の農地や住宅地への悪影響が生じるため、農作物を栽培していなくて
も草刈り等の最低限の維持管理について、農地所有者の責務として理解いただくようにお願いするしかなく、中山間地域において、将来的に非農地化が想定される農地であっても、現行の制度ではやはり草刈り等をお願いせざる得ない状況である。
　農業委員会としては、草刈り等を実施することで直ちに耕作が可能となる農地については最低限の維持管理を促しつつ、地域の担い手の集約化のため、農地の斡旋や新規就農者への情報提供などを行っている。また、所有者が農業以外の用途に活用したい希望
がある場合は、農地転用等の可能性の有無や手続きについての相談に応じている。既に森林の様相を呈しているなど、農地として再生利用することが困難と判定される農地については、所有者に意向を確認し、願出により非農地として取り扱うこととしている。
　なお、遠方の不在地主等へは書面郵送後、相手方からの反応が無く、直接訪問することもできずに、そのままとなっている状況もある。
　このような状況を踏まえて、地域内で所有者が分からず遊休化している農地や今後遊休化しそうな農地で困っている場合は、地域の農業委員、農地利用最適化推進委員を通じて農業委員会事務局に相談いただきたい。農業委員会事務局では相談のあった案件に
ついて、農地所有者の把握を目的とした固定資産課税台帳の情報活用を促進し、不在地主の所在や未相続農地の相続人代表者、相続人不存在による相続財産法人並びに管理人・清算人の有無などを調査することで、遊休農地等の所有者・管理者が判明すること
が期待されるため、遊休農地等の所有者・管理者等の利用意向の把握と必要に応じた指導・助言をこれまで以上に実施していく。また、策定済みの「地域計画」における農地利用の最適化のための見直しを、今後、随時進めていく際の各地域の協議の場において、農
業委員・農地利用最適化推進委員がこれらの不在地主等を含む所有者不明農地に関する情報を地域に提供できるようにしたいと考えている。
　遊休農地等の所有者・管理者の個人情報の取り扱いに配慮しつつ、農地に対する意向把握の結果を地域に情報提供することで、地域内の農地の集積・地理的集約化の取り組みで活用できるかの検討が可能となることから、農地に関する困りごとの相談をいただく
ことも含めて、地域の協力を得ながら、遊休農地の解消に向けた取組を強化して進めていきたいと考えている。
　さらに、市民や資産所有者に対する財産に関する法制度等について周知を図るため、庁内関係部署と調整していきたいと考えている。具体的な周知内容の一つは、農地等の適正管理ということで、令和５年４月の民法改正により、相続放棄後の保存義務や期限、条
件がより明確化しており、相続放棄をしたからといって必ずしも空き家や農地などの相続財産の管理義務がなくなるわけではなく、次順位の相続人が財産を引き継ぐまで、または相続財産の清算人が選任されるまでは相続財産の管理義務が残る可能性があるというこ
とである。また、令和６年４月から相続登記が義務化されたこと、農地を相続した場合には農業委員会に届出をする義務があるということ、農地から農地でなくなった場合に地目変更登記が必須であることなども併せて周知を図っていきたい。どうしても将来的に管理を
することが難しい場合には、土地を国庫に帰属させる制度も新たに出来ており、国が遊休農地の解消や所有者が分からない状況とならないために様々な法制度を整備していることを市民や資産所有者に周知していく必要があると考えており、空き家対策と同様に、固
定資産納税通知書と併せてチラシを送るなどの周知を図っていけるよう検討していきたい。

1 R6.11.8 市政懇談会 浮田 地域振興部
建設部
農業委員会
東和総合支所
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3 R6.11.8 市政懇談会 浮田 地域振興部
東和総合支所

地域づくり課
地域振興課

コミュニティ会議の今後につ
いて

　平成18年１月１日に旧１市３町が合併し、花巻市として歩み
始め、翌年には小さな市役所として花巻市内に27振興セン
ターを設置し、同時に各コミュニティ会議が始まり、地区ごとに
魅力ある企画や特色を持たせた運営で進んできたが、それ
から17年が経過した。
　地域の少子高齢化は止まらず、東和町では平成23年に６つ
の小学校を１校に統合したが、今は年間出生数が20人程度と
聞いている。また、花巻市全体では合併当初10万５千人の人
口も年内には９万人を下回る勢いで減り続けている。
　今後コミュニティ会議の存廃も考える必要があるのではと思
うが、市の考えを伺う。

　当市のコミュニティ会議は、平成19年度に26地区で設立され、平成20年には花巻中央地区から花西地区が独立し、現在の27地区となっている。平成22年12月には、コミュニティ地区の区域やコミュニティ会議の活動を支援するため、市が地域づくり交付金を交付する
ことなどを定めた花巻市コミュニティ地区条例が制定され、現在に至っている。
　全国的に少子高齢化、人口減少が課題となっているが、本市の総人口は、平成12年の107,814人をピークに減少しており、令和５年10月１日現在で91,404人という状況であり、コミュニティ会議をはじめとする各種団体の今後の運営について、市政懇談会の場などで
テーマとして取り上げられることが多くなってきており、他地区においても課題と認識されている。
　自治会については、住民の皆様により自主的に組織され、防犯、防災に関する活動、ごみ集積所の設置など地域の住環境の整備や、さまざまな活動を通じて住民相互の親睦に大きな役割を果たしているほか、市道の草刈りや花壇整備など市と連携した活動も多く、
市政の推進に多大なご協力をいただいているところであり、皆様の活動に感謝申し上げる。
　自治会への支援について、市では、自治公民館の新築や改修への補助、一般財団法人自治総合センターの助成金を活用した備品の購入、自治会が生涯学習事業を実施される際などには講師派遣を行うなどしている。
　当浮田コミュニティ会議においても自治会の主催行事に補助を行っていると伺っているので、活動を実施する際には、市やコミュニティ会議にご相談いただければと考えている。
　また、本年度からコミュニティ会議や自治会などが主催する行事や管理する施設に起因する事故などがあった場合の損害を補償する自治会等活動保険制度を新たに創設し、その保険料を市が負担している。現在のところ２件、保険の対象となる事故の報告もあり、
こうした保険を市で用意することで、コミュニティ会議や自治会の活動を応援し、役員の方々の心理的負担などを少しでも軽減できればと考えている。
　このほか、市が区長などに推薦などを依頼している各種委員等の割り当ての見直しをすることができないか、市の主催行事などでの参加割り当て人数の削減などについて市役所内部で検討を進めてまいりたいと考えているが、これらについては、過去も見直しをしよ
うと検討をした経緯があり、個々に必要があって設立された団体や役職であることから、話し合いを進めるのは難しく、地域への依頼事項を削減できなかった経緯がある。自治会を運営する上での負担や必要とする支援など、地域で抱えている課題について、皆様方
からも意見をお伺いできればと考えている。
　最後に、コミュニティ会議の存廃についてという質問もいただいたが、コミュニティ会議についてはコミュニティ地区条例を制定して、そこに27のコミュニティ会議の名称も規定し、地域づくり交付金を交付している。
　コミュニティ会議は、市民主体の自立した地域社会を実現することを目的として地区内の住民により組織された団体であり、これまでも地域づくり活動の拠点として自主的な活動を担っていただいている。市としては、基本的には続けていきたいと考えており、廃止は考
えていないが、コミュニティ会議の運営について、他地区においても市政懇談会のテーマとして取り上げられることも多くなってきている。

4 R6.11.8 市政懇談会 浮田 地域振興部
東和総合支所

地域づくり課
地域振興課

コミュニティ会議の今後につ
いて

　浮田地区に在住する人数が少なくなってきて、役員のなり手
不足から、何の集まりを持っても出席者は同じになっていた。
東和地域全体でも、花南地区より少ない状況であり、人口が
減少していく中で、このままの体制を保てないのではないかと
不安に思っており、東和町全体で１つのコミュニティでもよい
のではと思うこともある。
　東和町のコミュニティ会議は、旧村単位、旧小学校学区とも
別になっており、旧村単位や旧小学校学区で物事を決めるこ
とがあると、コミュニティ会議とは別に話合いの場を設ける必
要が出てくる。こうした点についても今後検討していく必要が
あると思っている。

　役員のなり手不足については、どの地域でも課題となっており、難しい問題である。若い方や女性に参加いただきたいという思いもあると思うが、忙しくて難しいということもある。この課題の解決策についてこの場で回答はできないが、地域の課題解決について相談で
きる中間支援NPOなどもあるので、活用することも検討いただければと思う。
　各地域にそれぞれ地域性があり、一概にこのようにしていくという方針を決定することは難しいと考えているが、困ったことがあれば個別に市に相談いただきたい。

5 R6.11.8 市政懇談会 浮田 地域振興部 地域づくり課 コミュニティ会議・自治会等を
対象とした活動保険につい
て

　先ほどの説明にあった活動保険にはついて、大変ありがた
いことと思っており、この制度のPRをさらに進めていただき、
また熱中症に対応する保険なども考えていただければありが
たい。回答は不要である。

当日のコメントなし

6 R6.11.8 市政懇談会 浮田 建設部 建築住宅課 隣接する空き家の対策につ
いて

　隣の家が空き家となっているが、敷地内にある木に害虫が
おり、付近の方に相談したところ、空き家所有者に連絡を取っ
て、木を切っていただいたことがある。台風の時には倉庫のト
タンが飛んできそうで怖い思いをした。
　固定資産税の使い道として、空き家を解体するなどの対応
はできないものか。

　空き家の管理は所有者が行うのが基本原則となるので、空き家で不具合がある場合は市へ連絡いただければ、現場を確認し、所有者を探して適正な管理をするよう通知する。
　市でも、直接土地や建物に手を加えることができないが、台風等で人命に危険が及ぶと判断される場合、消防署員が緊急対応する場合がある。
　害虫対応については、生活環境課で駆除の薬剤散布用の機器の貸与を行っていると聞いたことがある。また、ハチの巣ができている場合について、市では撤去することができないため所有者に通知をすることになるが、通学路等の近くであるなど緊急の場合は、バ
リケードの設置により注意喚起することとしている。
　地域内において、空き家の所有者の連絡先が分からなくなる前に、普段からコミュニケーションをとり、近所の方と良好な関係を築くことができれば、ハチの巣の駆除や草刈などの許可を取ることができ、空き家の対策になるものと思っている。
　危険な空き家がある場合には、市に連絡いただきたい。

7 R6.11.8 市政懇談会 浮田 建設部
東和総合支所

道路課
地域振興課

市道の草刈について 　市道の草刈、林道の草刈を市から受託しているが、参加で
きる人数が少なく、１週間程かけて約10キロメートルの草刈り
を行っている。
　世帯数が68世帯しかなく、高齢化が進み、若者は仕事とい
うことで、委託を断る時期が近付いていると感じている中、何
とか続けている状況である。
　いずれ何年かすると地域で草刈を受託することが難しくなる
ことをお分かりいただきたい。

　東和地域では各行政区自治会等の団体に市道２回、林道１回の草刈りについて受託していただいているが、東和地域外では一斉清掃などの時にボランティアで行っている地区もあると伺っている。
　東和地域では一部、業務委託をしているところはあるが、各行政区自治会等の団体にはなんとか継続していただくようお願いしているところである。今後は、地域の実情を詳しく伺いたいと考えており、来年度の草刈りについては東和総合支所地域振興課の担当者と
相談していただければと思っている。
　また、農地に面している市道等については、農地の所有者にご協力いただいているが、高齢化により難しくなっている状況もあるようである。農地に行く道路等の維持管理の一環として、中山間地域等直接支払制度等を活用することが可能であるので、中山間集落
協定の代表者と相談していただき、周辺の草刈や水路清掃なども含めてお願いできればと思っている。
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番号 年月日 種別 地区名 担当部 担当課
参加者発言趣旨

（タイトル）
内容（要旨） 懇談会での回答（現状・取り組み状況等）

9 R611.18 市政懇談会 外川目 農林部 農政課 農業資材に対する補助対策
について

　物価高騰による農業資材等に対する補助(支援)にはどのよ
うな内容のものがあるか伺う。市の補助(支援)及びJAなど農
業関係機関の補助(支援)についても伺う。

　農業生産資材等価格について、高止まりが続いている状況を踏まえ、令和５年度に引き続き今年度においても市独自に支援をしている。支援内容については、水稲や野菜、果樹の生産に係る肥料購入経費の５%を支援する「肥料価格高騰対策事業」を行っている。ま
た、畜産農家については、畜産農家が利用する配合飼料、粗飼料購入経費に対し、輸入粗飼料１トン当たり7,000円、国産粗飼料１トン当たり5,000円、配合飼料１トン当たり1,000円を支援する「飼料購入緊急支援事業」も行っている。また、子牛のミルク代や出荷する市
場までの運賃など、乳用子牛などの出荷に係る経費に対して、１頭当たり11,000円を支援する「乳用子牛等出荷緊急支援事業」も行っている。
　また、花巻農業協同組合では、物価高騰による農業資材等に対する直接の支援は行っていないと伺っているが、令和６年産米の概算金がひとめぼれ60キロ当たり令和５年度の11,600円から16,100円と4,500円引き上げられており、本年10月には、これに加え、60キロ
当たり1,900円の追加払いが決定されたところである。

8 R611.18 市政懇談会 外川目 総合政策部
地域振興部
商工観光部
大迫総合支所

秘書政策課
定住推進課
商工労政課
地域振興課

人口増加につなげるための
取り組みについて

市が行っている人口増加に対する具体的な取り組みと

してどのようなものがあるか伺う。様々な取り組みを

行っているとは思うが、空き家対策やどのような誘致企

業が立地しているか、工業団地(花巻第一工業団地、第二

工業団地、新規造成団地)の状況なども併せて伺う。ま

た、外川目地区など人口減少が著しい地区に有効と思わ

れる取り組みについてもお知らせいただきたい。

【総合政策部長】
　本市の総人口は、平成12年の107,814人をピークに減少してきており、令和６年９月末現在で90,156人となっている。国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）が公表している将来人口推計によると、本市の人口は令和２年に93,193人、令和７年に
87,861人と推計されているが、実際の人口は、令和６年９月末時点で社人研の推計よりも1,228人多い状況となっている。社人研が予想している人口減少よりは緩やかな形での人口減少になっている状況にある。
　人口の増減は、「自然増減」と「社会増減」の二つの要素があり、「自然増減」については、出生者数と死亡者数の差による人口の増減を示すもので、少子高齢化社会を反映し、死亡数が出生数を大きく上回る状況が続いている。平成29年における死亡は1,463人、出
生が608人で、その差が855人であったが、令和５年は死亡が1,592人と129人増えているのに対し、出生は399人と209人減少しており、令和５年の出生と死亡の差が1,193人と自然増減は大きく減少に傾いている状況である。
　「社会増減」は、転入者数と転出者数の差による人口の増減を示すもので、本市では、近年、転入者数が転出者数を上回る社会増の状況が続いている。令和５年の暦年集計（令和５年12月末集計）では、転出者が転入者を上回り、98人の減となったが、令和５年４月
から令和６年３月末までの年度集計では72人の社会増となっている。72人の増加という部分を年代別で見ると、０歳から14歳の子どもと、その保護者と思われる30歳から39歳の転入が多くなっている状況から、市が行ってきている子育て支援策が一定の評価を受け、
子育て世帯の転入が増加しているのではないかと考えている。一方で、18歳から24歳まで転出者が非常に大きくなっており、大学進学や高校・大学卒業後の就職の時点で転出する若者が多い状況にあると考えている。18歳から24歳までの転出者が多い傾向は、コロ
ナ禍の令和２年から令和４年はやや落ち着きが見られた状況であるが、令和５年は全国的に揺り戻しの動きがあり、本市も同様に238人の大幅な転出超過という状況になっている。
　市では人口減少対策を市の最重要課題とし、本年２月に策定した「第２次花巻市まちづくり総合計画・長期ビジョン」において、「子ども・子育て応援プロジェクト」と「花巻で暮らそうプロジェクト」という二つの重点施策推進プロジェクトに取り組んでいる。その中から、「子
育て支援」と「移住・定住支援」について説明する。
　初めに、主な子育て支援について説明する。医療費助成については、就学前の児童については、自己負担額の全額を助成するということで、自己負担なしで医療が受けられる取組を行っている。また、小学生から高校生までと妊産婦については、外来診療で750円、
入院の場合2,500円を１か月当たりの自己負担額の上限として、超えた分は市が助成する制度を行っている。
　保育料については、国の制度により３歳以上の児童は無償化されており、市では３歳未満の児童について、第１子の保育料は国の基準から40%程度低い金額を設定しているほか、第２子以降については無償化している。
　また、保育園で提供している給食（副食費）については、年齢に関係なく第２子以降の児童について、上限額の範囲で全額を助成している。その他、インフルエンザやおたふく風邪の予防接種費用などの助成も行っている。
　小学生の子どもがいる家庭への支援としては、学童クラブの利用に関わる保育料の減免として、要保護世帯とひとり親世帯、多子入所世帯と準要保護世帯、障がい児の方を対象とした軽減を行っている。
　さらに、本年度からは不妊治療支援も行っている。
  県内の産科医療機関に通院または入院している妊産婦に対する交通費の助成も行っている。また、本市の特徴として、産後ケア、産前・産後サポートに早くから取り組んできており、今後は宿泊型の産後ケアについても取り組むこととし、11月末から試験的に一度実
施してみるということで準備を進めている状況である。
  奨学金については、市独自の返還免除型の奨学金である「はなまき夢応援奨学金」、返還額の２分の１を助成する「ふるさと奨学生定着事業補助」を実施して、学生への支援も行うことで定住につなげたいと考えている。

【地域振興部長】
　花巻に「住む」を支援する取組は三つあり、一つ目の「定住促進住宅取得等補助金」は、県外から転入して市内に住宅を取得した子育て世帯や、県外から転入して空き家バンク登録物件を購入または賃借した方、また市外から転入して市内に住宅を取得した新規就
農者に対して、引っ越し費用、空き家リフォーム費用、家具家電購入費用などの補助対象経費の２分の１、最大200万円を補助するものである。子育て世帯への上乗せ支援として、18歳未満の子どもが複数いる場合において、２人目以降、１人につき補助上限額を10万
円引き上げている。
　二つ目の「子育て世帯住宅取得奨励金」は、18歳未満の子と同居する子育て世帯が２親等以内の親族と同居、または、２親等以内の親族と同じコミュニティ地区内に住宅を取得した場合、もしくは立地適正化計画に定める居住誘導区域や市が定める生活サービス拠
点内に住宅を取得した場合、奨励金として30万円を、また、都市機能誘導区域に住宅を取得した場合や大迫地域または東和地域に住宅を取得した場合は、50万円の奨励金を交付している。こちらも子育て世帯への上乗せ支援として、18歳未満の子どもが複数いる場
合において、２人目以降１人につき奨励金を10万円加算している。
　三つ目の「若者世代等空き家取得奨励金等」は、39歳以下の方、または県外から転入してきた方が、空き家バンクに登録されている物件を取得した場合、奨励金として30万円を交付するものである。こちらの上乗せ支援としては、取得した空き家をリフォームした場
合、39歳以下の若者世代の方には最大40万円の補助金を交付、また18歳未満の子どもがいる子育て世帯にはさらに奨励金20万円を加算している。
　花巻で「結婚」を支援することについては、「結婚新生活支援補助金」を実施している。これは、婚姻に伴う新生活に係る経済的負担の軽減を図るもので、夫婦ともに39歳以下で、前年の世帯所得が500万円未満であるなどの要件を満たした世帯に対し、住居の取得
費用または賃貸費用、引っ越し費用、リフォーム費用を最大30万円補助しており、若者世代への上乗せ支援としては、夫婦ともに29歳以下であれば70万円に補助上限額を引き上げている。

【商工労政課長】
　花巻で「働く」を支援する取組については、三つの事業を行っている。一つ目は「移住支援金」で、東京圏から移住し、市内の事業所に就職した方に対して、一定の要件を満たした方に国や県の制度を活用し支援を行っている。単身の場合は60万円、世帯であれば100
万円を支給しているほか、18歳未満の子どもを帯同して移住した場合には子ども１人につき100万円を加算している。また、令和６年度から東京圏にあるキャンパスに在学している学部生が岩手県内の企業に採用内定となり、市内に移住する場合、採用活動に要した
交通費に対し最大15,200円を支給する制度の拡充を行っている。
　二つ目は市が独自に行っている「U I Jターン者就業奨励金」で、東京圏のみならず、岩手県外から花巻市へ移住し、市内事業所に新規で就職し、半年以上勤務された方に25万円を支給している。
　三つ目の「インターンシップ促進助成金」は、市内事業所のインターンシップに参加した学生の交通費や宿泊費に対し最大２万円の支援を行っているものである。
　花巻市の産業団地の現状について、市内には14ヶ所の産業団地があり、花巻第二工業団地を除く13ヶ所の産業団地は分譲率が100%となっている。14ヶ所全体の分譲率は96.4%となっている。
　花巻第二工業団地には空き区画が３区画（約6.7ヘクタール）ある状況であるが、そのうち１区画については同団地内に立地する企業が優先交渉権を保有しているほか、残る２区画についても引き合いをいただいている状況である。県南地域において今後も半導体、
自動車産業の集積が見込まれていること、またトラック運転手の時間外労働の上限規制が適用されることに発生するいわゆる2024年問題の対策のため、物流倉庫の機能を兼ねた中継施設等の需要拡大が見込まれているが、花巻市内には新たな企業を呼び込むた
めの用地が不足している状況となっている。
　このことを受け、市では、山の神・実相寺地区に約32.9ヘクタールの新たな花南産業団地の整備に取り組んでいるところである。中央部のB工区約12.3ヘクタールについて、先行整備することとしており、令和５年９月から造成工事を開始し、令和７年秋ごろの供用開始
に向けて整備を進めている。なお、本年７月にはB工区内全８区画の分譲希望の受付を開始したところである。市では、花南産業団地の優位性などをPRしながら、企業の誘致に取り組んでいきたいと考えている。

【大迫総合支所長】
　大迫地域においては、地域おこし協力隊制度を活用し、現在５名の地域おこし協力隊が葡萄が丘農業研究所において、知識の習得やぶどう園地での実習を通じて、ぶどう栽培の技術の習得に取り組んでおり、この方々については、将来も引き続き大迫に住んでいた
だけるよう、支援してまいりたいと考えている。また、地域おこし協力隊卒業後も、大迫地域にぶどう農家として定住し、自身の園地管理のほか、ぶどう栽培が継続できない園地の栽培管理を受託している方もいる。ぶどう栽培を目的とした新規就農者は、平成30年で２
人、令和元年１人、令和２年１人、令和３年はなし、令和４年１人、令和５年１人となっている。概ね年に１人は、新規就農者としてぶどう栽培を通じて大迫に定住している状況である。
　このように、ぶどう栽培を通じた大迫地域の移住の取組は、少ない人数ではあるが一定の効果が認められることから、引き続き支援を行い、人口減少対策の一環として取り組んでいきたいと考えている。
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■令和６年度市政懇談会記録（11月開催分） 「内容」「懇談会での回答」は、読みやすくするため、正確さを損なわない範囲で、部分的に文章上の整理を行っています。

番号 年月日 種別 地区名 担当部 担当課
参加者発言趣旨

（タイトル）
内容（要旨） 懇談会での回答（現状・取り組み状況等）

10 R611.18 市政懇談会 外川目 建設部 道路課 豪雨災害について 　今年度は、豪雨による被害が各地で多く発生した。
　外川目地区内における被害状況と復旧工事の完了時期に
ついて伺う。林道の被害状況についても併せて伺いたい。
　また、市内全域の被害状況及び復旧の進捗状況についても
教えていただきたい。外川目地区は他地区と比較し進んでい
るかもお知らせいただきたい。
　

　今年度の降雨による市内全体での災害発生件数は、市道や河川などの公共土木施設と林道や農業用水路、農地などの農林施設を合わせて、７月６日から７月11日までの災害では37件、８月４日から８月５日までの災害では３件、８月25日から８月31日までの災害で
は160件であり、３回の降雨による災害が全域で合計200件発生している。
　外川目地区での災害発生件数は、７月６日から７月11日までの災害が４件、８月４日から８月５日までの災害が２件、８月25日から８月31日までの災害が17件で合計23件発生している。23件のうち３件は既に完了しており、残り20件についても復旧作業の契約を既に締
結しており、来年３月下旬までに全て完了する予定で、現地作業を開始することとしている。
　農林施設災害に含まれる外川地区での林道災害については、７月６日から７月11日までに２件、８月25日から８月31日までに２件発生し、ほかの災害と同様に、施工会社との契約は既に締結しており、作業完了は来年３月下旬を予定している。
　市内全域の進捗状況は、花巻地区が全17件のうち完了６件で契約済みが８件、大迫地区が全58件のうち完了が13件で契約済みが41件、石鳥谷地区が全10件のうち契約済み９件、東和地区が全115件のうち完了が37件で契約済みが３件となっている。完了した箇
所は大迫地区において業者に委託して完了した２件を除き、市内全体で56件中54件は市が直営作業により復旧したものであり、外川目地区においては完了した３件以外の20件が復旧作業を業者に委託して行う必要があるが、20件全てについて業者と契約しているこ
とから、完了してはいないものの他の地区に比べて進んでいる状況であると考えている。

11 R611.18 市政懇談会 外川目 建設部 道路課 県管理の災害状況について 　県管理の災害件数がわかれば伺いたい。 　県管理の災害件数については把握していない。

【懇談会後の対応】
　11月29日に県南広域振興局土木部花巻土木センター治水環境課から花巻市内の河川及び道路の災害件数を確認したところ、降雨により一部の欠けや小規模の崩れ等については、準備が整い次第維持修繕作業に入る予定としている。よって災害発生件数として
は、０件と伺っている。

12 R611.18 市政懇談会 外川目 大迫総合支所 地域振興課 個人所有地の道路の復旧等
について

　８月31日の豪雨災害の際に土石流が発生し、個人所有地
の道路が被害を受けた。市で復旧していただけるか伺いた
い。
　用悪水路についても今年の豪雨で土砂堆積しているが、復
旧していただけるか伺う。
　また、支所で場所の確認をする際に、道路台帳を見せてほ
しいと話したが、閲覧させてもらえなかった。道路台帳は閲覧
可能だと思っていたが、確認したい。

　東北電力が鉄塔を整備する際に、整備した作業道路であり、復旧する場合は所有者において実施願いたい。
　用悪水路について、現地調査を行なった上で、対応について考えていきたい。
　道路台帳については、閲覧可能である。

13 R611.18 市政懇談会 外川目 建設部
大迫総合支所

道路課
地域振興課

林道の災害路線について 　災害を受けた林道の路線について伺いたい。 【道路課長】
　７月２日の豪雨では、林道三郡塚線、林道滑線の２路線が被災した。８月末の豪雨では、林道大償線、林道三郡塚線の２路線が被災し、全部で３路線４箇所が被災している。

【大迫総合支所地域振興課長】
　林道でも被害が大きくなかった路線については、直営で一部復旧しており、林道田中線においても補修作業をしている。

【懇談会後の対応】
　11月19日に林道田中線の路面状況を再度確認し、一部補修を行った。

14 R611.18 市政懇談会 外川目 建設部
大迫総合支所

道路課
地域振興課

農地災害の補助について 　個人農地が被災した場合の市の補助があるのか伺う。 　個人所有の農地という観点からの質問だと思うが、今年度、７月から８月までの災害によって被災した実際に作付けされている農地に限られるが、個人所有の農地であっても国の災害復旧の補助対象になる。また、国の補助対象とならないような小規模な災害に対し
ては、農地所有者が自ら農地の復旧をしていただくことになるが、復旧の工事をされた場合には、市では９割を助成する制度がある。基本的に異常気象による災害で被災した場合には、農地であっても道路、林道と同様に国に災害申請をすることになるが、国の災害
申請の条件に満たないような小規模なものを救うため、市では独自に９割補助制度を設けているところである。なお、市の補助制度においても、耕作していない農地は補助対象にならない。申請件数について、今年は現在のところ19件で、一番多い東和地区で12件、大
迫地区については４件を見込んでいる。
　市の９割補助を利用する場合、花巻市が復旧を発注するものではなく、農地所有者が建設業者に発注し、その費用に対して補助を行うこととなる。復旧の時期については、農地所有者が来年の耕作時期に間に合うよう工事をするものと認識している。

15 R611.18 市政懇談会 外川目 建設部
大迫総合支所

道路課
地域振興課

農地災害の補助について 　被災規模は大規模と小規模の基準は、金額、延長、土量か
らなるのか伺う。
　また、補助金を申請する場合、見積業者は何社から徴収す
ればいいのか伺う。

　被災規模の基準について、災害査定として農水省から国の職員が来て、復旧の仕方が妥当かどうか、復旧にどのくらいの費用がかかるのか査定していただくことになるが、農業用施設は40万円に満たない場合には国の査定の対象から外れてくる。同じように異常
気象で被災したことには間違いないが金額要件に達しないもの、国の申請対象にならないものは、市独自の補助制度で救うという考え方である。
　40万円と言っているが、実際には、例えば被災した見積額に仮設で敷き鉄板が必要であるとか侵入口がないなど様々な要件で、50万円、60万円かかる見積もりとなる場合もある。国の統一したルールによると、50万円、60万円かかっても40万円しか認められないの
で、金額差が出てしまう。そのため、、国のルールの中でも救えない部分について補助をするという考えから、40万円から下回ったものというのではなくてそれ以上の金額であっても対象となることはある。非常に曖昧ではあるが、国の査定を受けて、40万円以上と見込
まれる場合には国に申請するが、対象にならない場合には市の補助で進めている。
　花巻市の補助金交付に関するルール上は、見積もりが妥当であれば審査上は問題ない。１社だけの見積もりより、２社、３社からの見積もりがあった方がいいとは思うが、今年の災害のように被災した数が多いと、見積もりする業者が大変である。また、被災箇所から
遠いところの業者に見積もりを依頼すると、運送費用が高額になり近い業者が安価になることが想定される。理想は複数あった方がよいが、実態としては複数の業者から見積もりを取ることが難しい事例が多いことから１社からの見積もりでも認めている状況である。

16 R611.18 市政懇談会 外川目 建設部
大迫総合支所

道路課
地域振興課

農地災害の申請期限につい
て

　農地災害の復旧に係る補助の申請期限について伺いた
い。

　今年は７月から３回の豪雨があり、災害が発生している。災害発生の翌日に発見されたものもあるが、数週間から１か月以上経過してから崩れているのに気がついたという案件もある。被災状況によっては、いつ崩れたのか分からないということもあるが、市では判断
することができない。被災した時期については農地所有者しか分からない状況であり、発見したときに速やかに市に相談していただきたい。
　被災した時期が分かるのであれば、予算の中で対応することは可能であるが、異常気象災害が起こった際には議会において補正予算として予算を確保している状況である。議会の補正予算の時期から外れ、大規模な復旧が必要となる場合には予算が間に合わな
くなることから、次の議会の機会に対応を検討するということになってしまう。そのため、お困りの農地災害があれば、支所の建設係に補助金の対象となるものか相談していただきたい。

17 R611.18 市政懇談会 外川目 地域振興部
建設部

定住推進課
建築住宅課
下水道課

大迫町内の宅地分譲地につ
いて

　外川目に住んでいて不便だと感じることがある。
　若い人に話を聞くと、子どもの教育問題などのため、少しで
も街に近いところに住みたいと考えているが、大迫町内で土
地を探すと値段が高く、結果的に石鳥谷町に家を建てたとの
ことであった。
　遠野市では大手企業を誘致し、その従業員を確保するため
に、市外から子ども連れの若い夫婦が来た場合に一軒家を
建てられるように区画の造成工事を行ったと聞いた。
　若い人たちが個人で様々な手続きをして土地を見つけて家
を建てるのは大変だと思うので、花巻市においても、分譲地を
整備できないものか。

　家を新築することについて、２親等以内の親族と同じ地区に新築する場合、大迫地区の場合は50万円の補助がある。下水道については、下水道処理区域以外で、合併浄化槽を設置する場合は、９割補助制度がある。水道の引き込み費用は個人の負担となるが、市
としては家を建てることや合併浄化槽の設置に対して補助をしている。さらに、市外から転居して新築する場合や県外から転居して新築する場合にも補助する制度を設けている。
　大迫地区は土地が高いと言う方がいるが、過去の経緯から土地の価格が高いまま残っている状況であり、土地代が高いのはどうにもならない。
　２親等以内の親族と同じ地区に新築する場合、他の地区では30万円の補助となっているが、花巻地区の東側の住居が少ない地区と大迫地区、東和地区では50万円を補助している。
　花巻市が国土交通省の事業の採択を受ける際、国の考え方が街中に定住してもらうということであり、居住を促進する地区に外川目を指定することができなかったが、市独自の考え方として親と同じ地区に住んでもらうのはいいことであると考えており、大迫地区と東
和地区を含む特に人口が減っている地区では50万円を補助することとしたところである。
　分譲地の造成については、花巻の街中でも同様の意見が出されることがあるが、売れるかどうかわからないところに分譲地を造り、売れなかった場合には市民の皆様からいただいたお金を無駄に使うことになるので、市では分譲地の造成はしない。
　花巻地区では県の土地開発公社が住宅分譲地を造ったが、売れ残っている状況である。売れないところに中途半端な造成をして売れ残っている状況であり、さらに造成するとまた造成費がかかることから、県の土地開発公社は新たな開発はしないこととしている。
　分譲地を造って売れる見込みがあるのであれば、民間企業が造成をすると思う。
　手続きの問題については、建築会社や設計会社に依頼すれば手続きをしてくれることから大きな手間ではないと思う。
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■令和６年度市政懇談会記録（11月開催分） 「内容」「懇談会での回答」は、読みやすくするため、正確さを損なわない範囲で、部分的に文章上の整理を行っています。

番号 年月日 種別 地区名 担当部 担当課
参加者発言趣旨

（タイトル）
内容（要旨） 懇談会での回答（現状・取り組み状況等）

農村林務課
農業委員会
事務局

イノシシやシカの対策につい
て

　今年は、湯口地区内でクマの出没はもとよりイノシシやシカ
の目撃情報が多く寄せられている。特に鉛、下シ沢、大沢地
区では餌を求めて人里に降りて来て、ジャガイモや葉物野菜
の農作物被害が多く出ている。
　こうしたことから、被害実態とその要因をどう把握している
か、また駆除や農作物への被害補償も含めて、これまでの対
応と今後の見通しについて伺いたい。被害実態や対策状況
は、できれば、市全体と湯口地区に分けて確認したい。
　有害鳥獣対策としては、管理が行き届かない建物や土地を
きちんと管理することも大事だと思うので、動物の住処や通り
道になっている場所の手入れについて、今後どのように対応
していくのか、その考え方を伺いたい。
　管理が行き届かない土地では耕作放棄地も見受けられる
が、この放棄地を今度どのように減らしていくのかについて、
市の対策を伺いたい。

【農林部長】
　はじめに、野生鳥獣による農作物被害の実態把握について、市職員が被害発生場所に出向くほか、花巻農業協同組合、岩手県農業共済組合から被害の情報を提供していただいている。
　被害の状況については、地区別のデータはないが、岩手県が毎年実施している「野生鳥獣による農作物の被害状況調査」によると、市内の過去３年間の被害面積と金額は、令和３年度が被害面積5,678a、金額8,848万円、令和４年度が被害面積5,886a、金額8,786万
円、令和５年度が被害面積4,687a、金額7,859万円となっている。
　被害の内訳については、農作物別では果樹の被害が一番多く、過去３年間の被害額は20,622万円となっており、次に稲の被害が多く2,475万円、その他に麦類、飼料作物、野菜が被害を受けている。
　鳥獣の種類別ではニホンジカの被害が最も多く、過去３年間の被害額は8,551万円となっており、次いでカラスの被害額が多く7,587万円、次いでハクビシン4,751万円、ツキノワグマ2,373万円、イノシシ1,089万円となっており、その他ネズミやタヌキの被害が発生してい
る。
　被害発生の要因としては、有害鳥獣の生息域が拡大していることが挙げられ、ニホンジカは東部から、イノシシは南部から生息範囲を広げてきており、湯口地区においても、ニホンジカ、イノシシの被害が確認されている。
　農作物被害の補償については、岩手県農業共済組合に確認したところ、市内で共済の対象となった額は、ニホンジカによる被害に対するものが令和３年度11万８千円、令和４年度は実績なし、令和５年度25万６千円、イノシシによる被害に対するものが令和３年度93
万４千円、令和４年度107万２千円、令和５年度２万９千円となっている。
　今後の見通しとして、被害面積は、有害鳥獣の生息域の拡大に伴い高止まり傾向が続くものと考えており、被害額は、電気柵の普及やブドウの「シャインマスカット」などの比較的単価の高い作物の被害防止対策が強化されたことにより減少傾向にあることから、これ
から説明する様々な対策を継続して行うことで被害の軽減に努めてまいりたい。
　市では有害鳥獣対策として生息頭数を減らす捕獲の取組と農作物等を守る取組を併せて行うことが重要であると考えており、基本的に市内全域で同じ取組を行っている。
　捕獲の取組みとして、従来の箱わなやくくりわなの設置に加え、通信機器を活用した箱わなの遠隔操作システムやくくりわな捕獲通知システムを導入するなど対策を強化している。さらに、ＩＣＴ遠隔監視・自動捕獲システムを活用したイノシシ用囲い罠を２基導入し、イ
ノシシによる被害が多発している笹間地区と石鳥谷地区で運用を開始している。
　併せて、市では平成24年に猟友会の方々を中心とした花巻市鳥獣被害対策実施隊を組織し、国の鳥獣被害防止総合対策交付金を活用して捕獲活動を実施している。捕獲に関する国の交付金が、ニホンジカについては１頭当たりの単価が8,000円、イノシシについ
ては１頭当たりの単価が成獣は7,000円、幼獣は1,000円となっており、更に、市では捕獲したニホンジカ１頭当たり8,000円が交付される国の交付金の交付対象頭数を上回った捕獲頭数分について市単独で国と同額の8,000円を補助するとともに、国の交付金への市単
独での補助額の嵩上げを行っており、令和３年度から嵩上げの額をニホンジカ１頭当たりそれまでの5,000円から6,000円、イノシシ１頭当たりそれまでの6,000円から7,000円に増額し、ニホンジカ、イノシシとも１頭当たり国・市合わせて14,000円を交付している。
　捕獲実績については、市全体ではニホンジカは令和５年度1,387頭、今年度は10月末日現在で1,038頭、イノシシは令和５年度73頭、今年度は10月末日現在で72頭であり、湯口地区ではニホンジカが令和５年度２頭、今年度は10月末日現在で実績なし、イノシシは令
和５年度７頭、今年度は10月末日現在で１頭である。
　その他、花巻市鳥獣被害対策実施隊隊員の確保のため、花巻市鳥獣被害対策実施隊の定員を今年度から160名に増員するとともに、新規狩猟免許取得者に対し、補助率２分の１で、網猟免許、第一種銃猟免許、第二種銃猟免許またはわな猟免許のいずれか１種
類の免許取得の場合は上限を5,200円、前述の４種類の狩猟免許のうち２種類の免許を取得した場合は上限を10,400円として狩猟免許取得費に対する補助制度を設けており、令和２年度が11件、令和３年度が14件、令和４年度が８件、令和５年度が７件の利用があっ
たところである。
　また、狩猟者の確保に向けた新たな取り組みとして、銃猟を行う狩猟者の装備品の購入費用に対する補助制度を創設したところである。装備品の購入費用に対する補助制度については、第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許を取得した日から翌々年度の末日まで
の間にガンロッカーまたは装弾ロッカーを購入した場合、いずれも補助率は２分の１でガンロッカーの補助額の上限は30,000円、装弾ロッカーの補助額は20,000円としている。
　次に、農作物等を守る取り組みとして、市では鳥獣被害の防止に効果が認められるものとして全国各地で導入されている電気柵の設置を支援するため、電気柵設置者に対し、個人の場合、補助率３分の２、農業者１名以上を含む３戸以上の団体の場合、補助率４分
の３、いずれも上限なしとして補助金を交付しており、交付実績は、市全体で令和５年度が119件20,315,917円、今年度が10月末日現在で137件24,992,074円、湯口地区では令和５年度が10件2,374,086円、今年度が10月末日現在で７件1,628,591円となっている。
　電気柵は広範囲に設置することで、より被害防止効果を高めることが期待できるが、これまでは補助対象者を市内在住者に限定しており、市外在住者の土地がある場合に広範囲での設置ができず被害防止効果を高めることができないケースがあったことから、今年
度、この問題を解決するため、市では補助対象者に市内の土地を所有する市外在住者を追加し、制度の拡充を図ったところである。
　電気柵の設置で効果があった例として広範囲での設置が挙げられ、市内ではニホンジカによる被害があった大迫町内川目地区にある小麦畑、イノシシによる被害があった石鳥谷町富沢地区にある水田において被害の軽減が確認されており、いずれも現地での見学
を受け入れていただけると伺っているので、ご希望の場合は農村林務課にご相談いただきたい。
　新たな取り組みとしては、野生鳥獣を引き寄せる原因となりうる不要な果樹の伐採経費に対する補助制度を創設したところである。柿と栗を対象に、伐採を委託する場合の補助率は２分の１、ただし１本当たりの上限は150,000円、果樹の所有者自身が伐採する場合
は１本当たり2,000円で、補助額総額の上限はない。さらに、中心市街地に侵入する熊の侵入経路を特定すること、中心市街地に侵入した場合の早期発見・早期追い払いのため、熊がカメラに映った際は市の担当者に知らせが入るシステムのＡＩカメラを40台導入し、
熊の移動経路と思われる場所19カ所に34台のカメラを設置した。また、今後カメラを10台追加導入する予定であることから、有害鳥獣対策参与や市が任用している有害鳥獣の生態などに詳しい有害鳥獣対策アドバイザーの意見を聞きながら、カメラの増設について検
討していく。
　そのほか、有害鳥獣が出没しづらい環境づくりとして、昨年度から河川敷の草刈り等に取り組んでおり、今年度も、有害鳥獣対策参与の指導の下、草刈り等が必要な個所を選定し、国と岩手県に対し協力いただくようお願いしたところ、国においては北上川の河川敷
を、県においては豊沢川、瀬川、葛丸川、薬師堂川の河川敷の草刈りを行っていただいた。併せて、市では、人間が利用する場所と鳥獣が生息する場所との境界、いわゆる緩衝帯の整備を推進するため、森林環境譲与税を活用し、農地周辺の雑草木の刈払いなど里
山の整備に対する支援を実施しており、整備面積は令和３年度が1,190a、令和４年度が1,740a、令和５年度が2,180aとなっている。加えて、市では管理の行き届かない建物や土地、放任果樹の所有者に対して必要に応じて適正管理を依頼している。
　野生鳥獣の住処や通り道をなくすため、市民の皆様には生ごみや野菜・果実の廃棄残渣の適切な処理、果樹園における収穫後の放置果実の早期の除去、収納庫の施錠、コンポストの適正管理などを行っていただくようお願いしたい。
　市では有害鳥獣による農業被害を減少させるべく、花巻市鳥獣被害対策実施隊による捕獲、電気柵の設置の支援などを行っているが、併せて、有害鳥獣の生態などに詳しい方を有害鳥獣対策アドバイザーとして任用し、各地域に出向き鳥獣被害対策に関する研修
会を行っており、令和４年度は６地区で７回、令和５年度は19地区で20回実施した。このような研修会の場に地元の猟友会の会員の方に同席していただき、地域の実情に応じた取組について話し合い、その内容を踏まえつつ現時点で実施可能な対応策を講じてまいり
たいと考えている。

【農業委員会事務局長】
　湯口地区に限らず、その多少に差はあるものの、耕作放棄地を含む、管理が行き届かない土地が増加傾向にあることは、周辺に居住あるいは事業を行う住民等の生活環境への影響から非常に問題であるという認識はあるものの、一義的には、個人の財産につい
ては、その所有者自らが適切に管理・保全をしていくことが法の要請であり、当然にそれが期待されるところである。
　しかしながら、少子高齢化の進行に伴って、後継者等の労働力や担い手不足を要因とし、維持することが困難な農地が今後も増加していくことは、市、農業委員会としても懸念している。
　現状において、多面的機能支払制度を活用した保全活動や、中山間地域等直接支払制度の元での協定締結による活動によって、地域内の遊休農地の増加の抑制は一定程度、図られているところである。
　ただし、連絡が取れない不在地主や、誰が所有・管理しているのか地域で分からなくなってしまっている所有者不明農地などは対象にできないため、止む無く、活動エリアから外さなければならない状況もあることで、結果として農地が遊休化し、農地以外の土地も含
めて、荒廃地（放棄地）となっていることもあると思う。
　その背景の一端として、「相続放棄」をすれば容易に管理から免れられると考えている方も増えてきているようだが、これまで農地を耕作もしくは適切に管理・保全をしてきた農業従事者の高齢化と共に、後継者・労働力不足の傾向が今後も続くことからは、地域資源と
して、集約可能な農地を担い手や新規就農者等に円滑に引き継いでいくことが重要である。
　そこで、農業委員会の役割としては、「農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保」が農業委員会等に関する法律第６条第２項で定められているほか、農地法第２条の２が要請している「農地について権利を有する者の責務」を履行してもらうため、遊休農
地の発生防止・解消をはかるべく、農業委員・農地利用最適化推進委員らにより、年２回の農地パトロールを実施している。
　その実施状況については、調査結果をもとに所有者に対する意向調査を行う際に、農地所有者には大きな負担と承知しつつも、「雑草繁茂による害虫の発生のほか、野生鳥獣のすみかや通り道になるなど周辺の農地や住宅地への悪影響が生じるため、農作物を栽
培していなくても草刈り等の最低限の維持管理」について、農地所有者の責務として理解いただくようにお願いするしかない。
　その上で、農業委員会ができることとしては、所有者の意向にもよるが、地域の担い手への集約化を促すなど農地のあっせんや、新規参入者への情報提供などに取り組んだり、農地を農業以外の用途に活用したい希望がある場合は、農地転用等の可能性の有無
や手続き等についての相談に応じている。
　一方、既に森林の様相を呈しているなど農地として再生利用することが困難と判定される農地については、所有者に現状を把握させた上で、意向の確認後、願い出により非農地の取扱いとしている。
　なお、遠方の不在地主等へは書面郵送後、相手方からの反応が無く、電話等連絡先も不明であれば、直接訪問することもできずに、そのままとなっている状況もある。
　このような状況を踏まえて、農業委員会として今後において対応していくべきことについて、説明する。
　農地パトロール実施後において、不在地主の所在や未相続農地の相続人代表者等、相続人不存在による相続財産法人並びに管理人・清算人等の農地所有者又は納税等を管理する者の把握を目的として、固定資産課税台帳の情報活用（農地法第51条の２第１項
に基づく公簿等の調査）をこれまで以上に図っていく。
　情報の活用によって、遊休農地等の所有者・管理者等の連絡先が判明することが期待され、当該所有者・管理者等の今後の利用意向を把握するとともに、適正な管理についての指導を効果的に実施する。
　また、本年４月に策定済の、市全域を16の地域とする「地域計画」における農地利用の最適化のための見直しを今後、随時に進めていく際の各地域の「協議の場」において、農業委員・農地利用最適化推進委員がこれらの農地に関する情報を提供できるようにして
いきたいと考えている。
　情報提供に当たっては、調査時の個人情報の取扱いには配慮をしながらも、農地に対する意向把握の結果を地域に情報として還元し提供すればこそ、地域内の農地集積・地理的集約化の取り組みで、活用できるかどうかの検討も可能となるものと考えるので、地域
の皆様の協力を得ながら、そういった農地でお困りである相談をしていただくことも含めて、遊休農地の解消に向けて取組を強化してまいりたいと考えている。
　そのことに加えて、市民・資産所有者に対して、法制度等についての周知を図っていく必要もあると考えている。
周知を図るべき具体的内容として、１つ目は令和５年４月の民法改正により相続放棄後の農地等の適正管理について、保存義務の期限や条件がより明確化されており、相続放棄をしたからといって、必ずしも空き家や農地などの相続財産の管理義務がなくなる訳では
なく、相続財産を占有していた場合においては、次順位の相続人が財産を引き継ぐまで、または相続財産清算人が選任されるまでは相続財産の管理義務が残る可能性があるということである。
２つ目は、農地を含めた土地関係の法制度についてである。例として、農地を相続した場合、農業委員会への届出が義務づけられているが、周知不足ということもあり、届出に至っていない事例もある。農業委員会では農地の権利移動の許認可を行っているが、売買
や貸借といったものについては他の申請も必要となることから状況を把握できるが、相続については届出以外に農業委員会で把握する方法がない。届出の機会を捉えて、農地等の適切かつ効率的な利用のために必要な措置を講ずることができるようにするため、届
出義務があることを周知してまいりたい。
　また、共有農地の取扱いについて、相続によって法定相続人は枝葉のように増えていくが、共有者の中に連絡が取れない方がいて困っているというケースもあると思う。本来であれば、権利者全員の同意をもって売買や貸借ができることとなるが、民法の改正もあり、
２分の１以上の権利者の同意により貸借等ができるような手続きもあるので、こうしたことについても周知を図ってまいりたい。
　これまで、法律等が農地所有者個人に要請していることや、必要な農地を後世に引き継いでいくための手段など、本日お話しした内容についての周知の手段としては、市ホームページ等への掲載に加え、チラシを作成するなどし、特に資産所有者を対象として、固定
資産税の納税通知（課税明細書）への同封を検討しているところである。

18 R6.11.22 市政懇談会 湯口 農林部
農業委員会事
務局
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（タイトル）
内容（要旨） 懇談会での回答（現状・取り組み状況等）

19 R6.11.22 市政懇談会 湯口 健康福祉部 長寿福祉課 高齢者世帯除雪支援事業に
関するアンケート調査のそ
の後について

　今年６月に長寿福祉課より依頼のあった高齢者世帯等除雪
支援事業に関する調査結果と除雪支援事業の進捗状況を伺
いたい。
　湯口地区コミュニティ会議では、平成23年度より各行政区ご
とに「手と手をつなぐ有償ボランティア事業」を実施している。
このため、今回の長寿福祉課の除雪支援事業と同じような事
業と重なる場合はどのようにすればよいか伺いたい。

　当市では、今年度からの高齢者世帯等除雪支援事業の実施にあたり、コミュニティ会議代表者、行政区長並びに市の除雪機貸与先等268団体を対象に、６月17日から７月５日の期間で「高齢者世帯等除雪支援事業に関するアンケート調査」を実施したところ、208団
体から回答をいただいた。調査結果については、これまで高齢者等の除雪作業を行ったことがある団体は85団体であった。除雪作業を行った高齢者世帯の年平均の実世帯で一番多かったのは、「１～５世帯」との回答で55団体、次いで「６～10世帯」との回答が10団体
で、「41世帯以上」と回答した団体も７団体あった。また、今後、市から高齢者世帯等除雪支援事業を依頼された場合、協力可能と回答した団体は31団体であった。
　アンケート調査を受けて、アンケートで協力可能との回答をいただいた31団体への事業説明会を11月22日に開催し、14団体22名の方に参加いただいた。説明会を受けて、受託いただける場合には、登録申請をしていただき、市との契約を締結した上で、12月からの
事業開始を予定している。
　湯口地区コミュニティ会議においては、地域づくり交付金を活用して、現在取り組まれている「手と手をつなぐ有償ボランティア事業」は、除雪と草刈を支援する事業で、対象者は「湯口地区内に居住し、ボランティアの支援を希望する高齢者世帯」、利用者負担金額は
「１時間500円」、コミュニティからの補助金は「１時間500円」、有償ボランティア受取金額は「１時間1,000円」とお聞きしており、行政区長の柔軟な判断で支援する方を決定していると伺っている。
　当市の実施予定である「高齢者世帯等除雪支援事業」は、対象者は「65歳以上かつ一人暮らし世帯または高齢者のみの世帯で、要介護・要支援・事業対象者のいずれかに該当する方」であり、利用者負担金額は「１時間640円」、当市からの委託料は「手作業１時間
1,086円。市から貸与されたロータリー型除雪機械を使用した場合1,586円。作業者所有のロータリー型除雪機を使用した場合2,086円」、受託者の受取金額は「手作業１時間1,726円。市から貸与されたロータリー型除雪機械を使用した場合2,226円。作業者所有のロー
タリー型除雪機を使用した場合2,726円」となっている。
　事業を比較すると、市の事業では、受託者の受取金額が増加するが、一方、利用者の負担額は１時間当たりで140円増額となり、対象者も限定されてしまう。
　利用者負担等を考えると、湯口地区においては、これまで取り組んでいただいている「手と手をつなぐ有償ボランティア事業」を継続していただいた方がいいと思うが、除雪事業の実施については、貴団体において検討いただき、市といたしては、今後とも協議していき
たいと考えている。

20 R6.11.22 市政懇談会 湯口 地域振興部 地域づくり課 自治公民館（自治会）への支
援について

　2027年に蛍光灯の生産・輸出入が禁止になる「蛍光灯の
2027年問題」に伴い、自治公民館や自治会では、管理する自
治公民館の照明や防犯灯などのLED化を行う必要があるが、
市でこのことに対し支援する考えがあるか伺いたい。
　自治公民館や自治会の地域づくり活動の拠点になる自治
公民館などの集会施設について、市の自治公民館整備事業
補助金の補助率を引き上げする考えがないか伺いたい。

　日頃、地域づくり活動の推進にご尽力されている皆様に感謝申し上げる。
　ご質問のとおり、一般照明用の蛍光灯の生産と・輸出入は、2027年末までに廃止されることが国際条約で決定しており、経済産業省と環境省がLED照明への計画的な切り替えを呼びかけしているが、2027年末までに製造された蛍光管は、販売、使用ともに可能であ
るため、2027年末をもって、現在使用している照明器具の使用が直ちに禁止されるというものではないものの、新たに製造されることはないので、いずれは在庫がなくなって、手に入りにくくなることが考えられる。
　当市で照明灯のLED化に関する自治公民館への支援として用意しているのは、市独自の自治公民館等整備事業補助金であるが、これは自治公民館の新築や建て替え、一部改修などでご利用をいただいているものであり、照明の改修工事でも対象となるものである
ので、現在のところ新たな制度の導入などは考えていない。
　ただし、この補助金は事業費が30万円を超えるものを対象としていることから、照明の改修工事だけでは対象とならない場合も考えられる。改修等については、ほかに修繕が必要な箇所がないか、あるいは昨今の夏の高温が続いていることも踏まえ、エアコンの設置
なども併せて行う必要がないかなどもご検討の上、ご相談願いたい。
　本補助金については、例年、夏ごろに各自治公民館あてに文書を発送し、翌年度の要望を呼びかけしているほか、市の広報、ホームページへの掲載と、自治公民館連絡協議会の総会の場などでも説明を行っている。
　この自治公民館整備事業補助金をLED照明への改修に活用する場合の補助率は対象経費の３分の１で、補助金の限度額は180万円であるが、現在、ほかから補助率の引上げについての要望はなく、補助率を引き上げることは考えていない。
　なお、宝くじの利益を原資とする「コミュニティ助成事業」というものもあり、こちらは新築又は大規模修繕の場合は、対象となる事業費の５分の３以内で助成金の上限が2,000万円という事業もある。こちらは県を通じて応募し、県や一般財団法人 自治総合センターの
審査を通ることが条件となるが、LED化についても対象となる場合もあるので、詳細については個別にご相談願いたい。
　また、防犯灯については、地域づくり交付金で各コミュニティ会議へ設置などをお願いしているので、コミュニティ会議とご相談をお願いしたい。

21 R6.11.22 市政懇談会 湯口 地域振興部 地域づくり課 自治公民館整備事業補助金
の補助額の見直しについて

　地区で公民館の新築や大規模修繕を検討する際、地区で
積立てをし、補助金と併せて活用することとしている。
　コミュニティ助成と自治公民館整備事業補助金の補助金額
には大きな差があり、コミュニティ助成に採択されなかった場
合には、１年待つか断念するかという判断をせざるを得ない。
　コミュニティ助成が採択とならなかった場合でも、市で同等
程度の補助をしていただきたいと考えており、自治公民館整
備事業補助金の補助額を見直ししていただきたい。

【地域振興部長】
　コミュニティ助成は申請したからといって必ず採択されるというものではないが、過去の実績を見ると、概ね採択されていることから、もし採択されなかった場合には次年度に再度申請するといった対応をお願いしたい。

【市長】
　自治公民館は数が多く、その新築や改修に市だけで補助をするということになると大変である。
　花巻市の事業の多くは国からの補助金を貰いながら実施している。花巻市の財源は他の市と比べると比較的余裕がある状況ではあるが、12月議会に提案する補正予算が認められると、630億円程の歳出となる。これに対して、市税による歳入は118億円程であり、
国からの補助金も貰いながらやり繰りしているのが実態である。
　そうした中で、市単独の自治公民館整備事業補助金の補助額を1000万円や2000万円まで上げると、申請件数が増えることが予想され、事業費総額で数億円となる可能性があることから、補助額を引き上げることは難しい。
　先ほど話をした有害鳥獣対策に関する補助については、花巻市が県内で一番補助をしていると思うが、こうした補助を行うことは重要なことであり、630億円程の歳出に対して市税による歳入が118億円程である状況において、公民館の補助を大きく増やすことは難し
い。
　市としては、補助率が有利なコミュニティ助成の活用や、引き続き地区での積み立てをしていただきながら、自治公民館整備事業補助金を活用して、整備してほしいと考えている。

22 R6.11.22 市政懇談会 湯口 地域振興部 地域づくり課 防犯灯の撤去に関する市の
対応について

　地区内に設置されている防犯灯の中に水銀灯が使用され
ているところがあることが分かり、LEDに交換するしかないと
いうことであったので、自治会の経費で交換したことがある。
　市内に水銀灯がどの程度あるのか分からないが、そういっ
たものがあるという前提で対策費用を計上する必要があるの
ではないか。
　また、柱が腐って、台風などの際に倒壊する危険性を感じる
箇所もあることから、市として対応を検討いただきたい。

　５、６年程前にコミュニティ会議との話し合いの場において、防犯灯の整備などのハード事業は市で行うという話をしたことがある。ハード事業を実施できる地区とできない地区があるのは問題であるとして、ハード事業を市で行うことを提案したが、コミュニティ会議の
立場からすると自由に使える金額が減るのは受け入れがたいということで、見直しはできなかった。
　実際には、事業費が大きくて地区での対応ができず困った事例もあり、一部市で助成したこともあるが、原則として防犯灯の処分等はコミュニティ会議で行うこととなっている。
　市からコミュニティ会議への地域づくり交付金は総額２億円となっており、事務局職員の人件費を考えると少なすぎるという声もあるが、人件費については２億円の交付金とは別に振興センターの指定管理料として支払っている。市では指定管理料を増額していること
から、それに加えて地域づくり交付金の額を増やすことは難しい。地域課題の解決に関する事業については現在の２億円の交付金の中で対応してほしいと考えている。

23 R6.11.22 市政懇談会 湯口 農林部 農政課 有機農業について 　現在の日本の農業は農薬と化学肥料を使うことが前提と
なっているが、地球温暖化が進む中、これまでの農業の見直
しが必要ということで、有機農業の取組みが進んでおり、花巻
市においても11月19日に有機農業推進協議会が立ち上げら
れた。
　協議会のメンバーを聞いたところ、法人は農事組合法人み
ずほのみであった。岩手県内で見ても、湯口は法人化が進
み、農地集積が進んでいる。今後、有機農業を進めるに当
たっては、法人組織と一緒になって取り組む必要があると
思っている。

　有機農業に関しては、11月19日に有機農業推進協議会を立ち上げており、環境保全型農業直接支払交付金を受けている方々を中心に、実際に有機農業に取り組んでいる方をメンバーとしたところである。今後事業を進めるに当たっては、消費者の方や様々な関係
者に協力をいただく必要があると思っており、個人農家だけでなく法人にも参加いただきたいと考えている。
　協議会のメンバーについては増員しないというものではないので、参加を希望される方があれば農政課にご相談いただきたい。
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24 R6.11.22 市政懇談会 湯口 市民生活部 生活環境課 一斉清掃時の草刈りについ
て

　耕作放棄地などの見えないところに不法投棄が多くある。市
では４月、６月、９月の３回、一斉清掃を開催しており、６月、９
月については草刈りが主な活動となっていると思うが、各行
政区においては環境を良くするために草刈りをもっと丁寧に
行うなど、地区内での話し合いをしてほしい。

当日のコメントなし

25 R6.11.22 市政懇談会 湯口 商工観光部
建設部
市民生活部
健康福祉部

観光課
道路課
生活環境課
健康づくり課

花巻市のイメージアップにつ
いて

　新花巻駅から宮沢賢治記念館までの区間で、人が歩ける大
きな橋を造り、両端に花を植えることで、新幹線から下りたと
きに花巻に着いたと印象付けることができるのではないか。
　また、花巻空港の滑走路の両サイドに花を植えるなど、更な
るイメージアップのために必要だと思う。

　新花巻駅から宮沢賢治記念館までの橋を造るとなると100億円近いお金が掛かるものと思われる。花巻市の場合は、市税による収入は118億円ほどであり、観光のために橋を造ることについて国では補助を出すことはないので、その中で橋を造ることはできない。
　川舟トンネルについては、約43億円の費用が掛かっているが、国が21.5億円、県が21.5億円を出して整備したものである。
　花巻市が半分の50億円を出すこともできないが、国や県の支援がない中で橋を造ることはできない。
　花巻空港については岩手県の管理となっているが、県の財政は非常に厳しい状況である。
　市では岩手県に対して、新興製作所跡地のコンクリートガラを法的に撤去する責任がある者に処分させるよう話をしてきたが、弁護士に相談するまで２、３年かかっている。
　また、岩手県化製油脂協同組合の悪臭対策についても、県では何も対応せず、県知事と話をしても、事業者がやることだと言われる。
　岩手県には20の県立病院と６か所の地域診療センターがあり、令和６年度当初予算において、一般会計から病院事業会計に223億円を繰り出しした上で、90億円の赤字が出る見込みと報道されている。昨年は約32億円の赤字となっていたが、県の別事業会計から
の借入金で対応した。今年は借入できる他の事業会計がないため、赤字分は県の一般財源をつぎ込まなくてはいけない。
　花巻空港も赤字となっており、毎年相当な金額をつぎ込んでいる。
　県も非常に財政状況が厳しいことから、市として滑走路に花を植えることをお願いすることは難しい。

26 R6.11.22 市政懇談会 湯口 生涯学習部 新花巻図書
館計画室

新花巻図書館の進捗状況に
ついて

　新花巻図書館の進捗状況はどうなっているか。
　駅前と総合花巻病院跡地が候補地となっているが、花巻東
高校の近くに造ればいいと思う。東高校の近くには菊池雄星
が造ったトレーニング施設や農協の本店、商業施設などがあ
り、その中に造った方が良いのではないかと思う。

　意見の一つとして花巻東高校の近くに造るという考えもあるかとは思うが、花巻東高校の生徒以外の高校生などが通いにくくなる。花巻東高校の近くに造るのであれば、今の図書館のあるところに造ればいいということになるが、現在の花巻図書館は交通手段が限
られていることから、若い方の利用が少なくなっている。新しい図書館の建設場所を考える上では、若い人たちにもっと利用してほしいということで検討し、駅前と総合花巻病院跡地に候補地が絞られてきたところである。
　現在は、年齢や住所に偏りが出ないようにして無作為抽出した3500人の市民に１回４時間、３回程度のワークショップへの参加を呼びかけ、75人の方から参加の報告をいただいたことから、その方たちでの話し合いをしたところである。今後も２、３回の話し合いをする
予定としており、参加者の意見がどちらに傾いたのかということを参考として、建設場所を決定していきたいと考えている。
　他の場所でも良いのではないかという意見もあるかと思うが、それを考え始めるとまた数年かかってしまうことから、そのようなことはしたくないと考えている。

27 R6.11.27 市政懇談会 八幡 商工観光部
生涯学習部

商工労政課
生涯学習課
（国際交流
室）

外国人市民と地域社会との
かかわり方について

　海外からの技能実習生や外国人労働者など外国人市民が
多くなり、八幡地区でもスーパーや商店街でも見受けられるよ
うになった。地方への浸透がより深くなってきていると感じる。
地域住民としては、この方たちと相互文化交流を図り、異文
化等広く知りたいと考えている。どこの国々から、どの位来日
し就労等しているのか、又実習先や就労先はどの分野なの
か伺いたい。又、就労等支援や地域住民との交流に対して、
市の支援策、取組み等を伺いたい。

【商工観光部長】
　岩手労働局が公表している岩手県における外国人雇用状況の最新データによると、令和５年10月末現在の外国人労働者数は、岩手県内で7,082人であり、国籍別では、ベトナム2,277人、フィリピン1,175人、インドネシア879人、中国852人、ミャンマー489人、そのほ
か、ネパール、アメリカ、タイ、イギリス、韓国、ブラジル、ペルーなどとなっている。また、花巻公共職業安定所管内の外国人労働者数は330人、外国人雇用事業所数は86事業所となっており、産業別では、製造業103人、卸売業・小売業79人、建設業56人、宿泊業・飲
食サービス業30人、医療・福祉29人などとなっている。
　なお、花巻公共職業安定所から、これらの外国人労働者の勤務先事業所の名称については、「教えられない。」との回答をいただいている。
　花巻市では毎年労働関係実態調査を行っており、令和５年度の調査において、外国人労働者の雇用に関する設問に回答した415事業所のうち、310事業所（約75％）が「外国人労働者について、現在も今後も雇用する予定はない」と回答しているが、27事業所（約
７％）が「外国人労働者の増員を検討中」と回答しており、その事業所の業種は主に製造業、建設業、宿泊業などとなっている。
　また、市内誘致企業の雇用状況を把握するため今年度行った市内誘致企業の従業員数調査では、81社から回答をいただき、既に外国人を雇用している企業は10社で、外国人労働者は68名、国籍別では、ベトナム29名、ミャンマー14名、タイ11名、カンボジア６名、
中国５名、インドネシア２名などとなっている。今後の外国人労働者の雇用の検討状況については、３社において計11名程度の採用を予定しているが、「検討しているが採用は難しい」が17社で21％、「全く検討していない」は43社で53％となっている。外国人労働者の
採用における主な障壁としては、「コミュニケーション（言語の壁）」が18社、「採用の手続きやルール」が16社、「就業時間外の対応」が12社、「文化や習慣の違い」が９社などとなっている。

【生涯学習部長】
　当市では、外国人住民の増加に伴い、令和５年３月に国籍や民族などの異なる人々が互いの文化的違いを認め合い対等な関係を築くことができる多文化共生の地域づくりを実現するため「花巻市多文化共生推進プラン」を策定している。プランの対象は技能実習生
等の外国人労働者に限定していないが、公益財団法人花巻国際交流協会への補助金の交付により、花巻国際交流協会事業として日本語講座や生活講座、外国人講師による市民語学講座や多文化共生サロン、国際フェアなどを開催し、外国人市民への支援や市民
の多文化共生への意識啓発等を行っている。プランの中には、各コミュニティ会議と外国人市民との連携、協働を進めるという項目もあるが、なかなか取り組みが進んでいない状況である。
　プラン策定時には、各コミュニティ会議宛に、ふれあい出前講座のメニューとして、多文化共生についてを新設したことをお知らせしている。外国人の方との交流のきっかけとなればと考え講座を開催しているところであるので、ぜひご利用いただきたい。
　今年度の国際フェアは、12月14日10時からなはんプラザにて、「花巻で世界旅行」をテーマに、ベトナムやミャンマー、タイなど８か国の外国人市民による外国紹介・交流体験コーナーのほか、アフリカンバンドやインドネシア出身の方によるバンド演奏など、国際色豊
かな内容で行われる予定である。外国人市民と交流しながら多様な文化を知ることができるので、ぜひ足をお運びいただきたい。

28 R6.11.27 市政懇談会 八幡 生涯学習部 生涯学習課
（国際交流
室）

国際フェア開催に係る交通
手段の手配について

　「国際フェアinはなまき2024」に参加する外国人の方たちに
対して、どのような交通手段を手配をしているのか伺いたい。

　外国人の方のみを対象としたイベントではなく、交通の手配はしていないので各自自由に来ていただくことになる。

29 R6.11.27 市政懇談会 八幡 商工観光部
生涯学習部

商工労政課
生涯学習課
（国際交流
室）

「国際フェアinはなまき2024」
の周知について

　「国際フェアinはなまき2024」については花巻市内で働いて
いる外国人にも周知しているか。

【生涯学習部長】
　市のホームページはいろいろな外国語に変換できるので、そういった形で周知している。また、国際交流協会の講座に参加されている方にはチラシを配付したり直接呼びかけをして周知している。

【商工観光部長】
　商工労政課では、市内の事業者にメールアドレスを登録していただいて、一斉に市から連絡できる手段を持っており、500社ぐらいが登録されているので、このメールマガジンを活用して事業者から従業員の方にお知らせしていただくことは行っていきたいと思う。

【懇談会後の対応】
　12月３日、「国際フェアinはなまき2024」についてメールマガジン送付済。

30 R6.11.27 市政懇談会 八幡 商工観光部
教育部

商工労政課
学校教育課

外国人市民と地域社会との
かかわり方について

　日本が外国人労働者に頼らなくてはならない時代にしてし
まったことを、日本人が反省しなくてはいけないと思う。
　また、学校に通う外国人の子どもがいるかどうか確認した
い。今現在はいなかったとしても、将来的には外国人の子ど
もが通うことも考えられる。そうした場合に、言葉が分からな
い子どもに全教科を教えるためには、教員の数を増やすなど
の対応が必要で、相当なお金がかかるので、将来の課題とし
て、理解いただきたいと思う。

　市内企業でも人手不足ということで困っているとの話を聞いており、市内に勤務する外国人も様々な国から来ていると思うが、働きに来た外国人の方の子どもはあまりいないと思う。
　教育委員会では、日本語が不慣れな児童生徒を支援するため、日本語指導講師を配置している。児童生徒が扱う言語が英語であれば対応できるが、中国語であったり他の言語の場合には、教育委員会でも人材の確保に相当苦労しているようである。教育委員会
では県に対し、日本語指導担当教員の計画的・安定的な配置を要望しており、今後も県との連携はしていく必要があると思っている。
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■令和６年度市政懇談会記録（11月開催分） 「内容」「懇談会での回答」は、読みやすくするため、正確さを損なわない範囲で、部分的に文章上の整理を行っています。

番号 年月日 種別 地区名 担当部 担当課
参加者発言趣旨

（タイトル）
内容（要旨） 懇談会での回答（現状・取り組み状況等）

31 R6.11.27 市政懇談会 八幡 健康福祉部 長寿福祉課 訪問型サービスBご近所サ
ポータ事業を充実させる方
策について

　花巻市では「介護予防・日常生活支援総合事業」について
住民ボランティアによる生活支援の取組みとして訪問型サー
ビスBを実施しており、支援を受けたい方も増加傾向にある。
当地域としてもより広く、より丁寧な活動を行いたいと考えて
いるが、年々ボランティアする方の高年齢化により、サービス
がより厳しくなってきている。即戦力の人材としては、60代前
半の方々が見込まれるが、年金受給年齢の引き上げや、定
年延長等によりサポートを行う適齢者が少なく、また、高齢化
になってきている。
　ボランティア活動ではあるが、人材確保を図る必要があると
考えている。施策や市の取組み、アドバイス等を伺いたい。

　市内において訪問型サービスB（ご近所サポータ事業）を実施している11団体において令和６年７月31日現在、238名の方がボランティアとして登録しており、年齢構成を見ると、70歳代の方が54.6％、次いで60歳代の方が29.0％、80歳代の方が8.8％という現状であ
る。
　市としても、今後も団体が訪問型サービスBの活動を継続して行うためには、ボランティアの確保が重要な課題であると認識している。
　市としてのボランティア確保に向けた取組としては、地域の担い手となる市民ボランティアを養成し、サービス提供体制を構築することを目的に生活支援ボランティア養成研修を開催している。
　生活支援ボランティア養成研修は、令和３年度までは、１回当たり１日から２日間の日程で４時間から８時間の研修を年４回から５回開催していたが、令和４年度から、より受講しやすくするため内容の見直しを行い、１回当たり１時間とし、開催回数についても定期的に
開催するほか、団体等からの要請に応じて随時開催するなど、見直しを行っている。
　令和６年度は、11月14日までに３回開催し、のべ18名の方に参加いただいており、第４回は来年１月16日に開催する予定となっている。
　受講終了後は、受講者に対し、居住地に生活支援団体がある場合は団体を紹介し、実際の活動につなげている。支援団体がない場合は、花巻市社会福祉協議会が行っているボランティア募集を紹介するなどの取組を検討している。
　また、ふれあい出前講座にて、ご近所サポーター事業（訪問型サービスB）のしくみの紹介を行うとともに、訪問型サービスBの取組団体を紹介している。
　さらに、地域支援団体の意向も確認しながら、各団体のボランティア募集について、広報はなまきや市ホームページでの周知を検討している。
　なお、ボランティアの確保については、令和６年８月に訪問型サービスB（ご近所サポータ事業）を実施している生活支援取組団体の代表者が集まり開催した「介護予防・日常生活支援総合事業意見交換会」においても話題となっており、ボランティア確保策としては、
ボランティア募集や作業内容等が記載されたチラシを全戸配布や世帯回覧するほか、公民館等への掲示により周知していると伺っている。そのほか、現在活動しているボランティアが、地域の人に個別に声を掛けることもあると伺っているので参考にしていただきた
い。

32 R6.11.27 市政懇談会 八幡 健康福祉部 長寿福祉課 訪問型サービスBご近所サ
ポータ事業を充実させる方
策について

　一生懸命広報しようという努力が見えるが、広報だけでは
人は集まらないと思う。ボランティアする魅力を作り上げてい
かなければならないと思うし、ある程度報酬がないと取り組め
ないということもあると思う。
　高齢になると収入も少なくなってくるので、そういう面での魅
力もあっていいと思う。

　魅力発信という点については検討していきたいと考えており、ご意見があればいただきたい。
　実際には11団体全てで有償ボランティアという形で行っていただいている。謝礼の金額については各団体の考え方もあると思うが、岩手県の最低賃金を下回っているところもある。
　市では事業を行う各団体に補助金を出しているので、意見交換をしながらより良いものにしていきたいと考えている。

33 R6.11.27 市政懇談会 八幡 健康福祉部 長寿福祉課 ボランティア団体への補助に
ついて

　市で団体に補助金を出しているとのことであるが、ボラン
ティア団体を作れば市の補助が貰えるということか。

　補助金を出しているのは訪問型サービスBの事業を実施する団体に対してであり、一般的なボランティア団体全てに補助金を出すということではない。

34 R6.11.27 市政懇談会 八幡 健康福祉部 長寿福祉課 訪問型サービスBご近所サ
ポーター事業を充実させる
方策について

　訪問型サービスBご近所サポーター事業を実施している団
体が11団体あると伺ったが、１団体当たり何名ぐらいの方が
ボランティア活動されているか。
　また、団体は自分たちの地域だけで活動しているのか。

　団体ごとのボランティアの人数について、宮野目地区はコミュニティ会議単位で22名、太田地区は41名、笹間地区はコミュニティ単位で９名、八幡地区は39名、高松第１から第３行政区は３つの行政区が合同で取り組んでおり３名、湯本地区は24名、松園町２区、３区
は２つの行政区が合同で取り組んでおり18名、星が丘一丁目は16名、十二丁目と成田は合同で取り組んでおり15名、花西地区はコミュニティ地区単位で16名、東十二丁目は35名となっている。
　団体は、コミュニティ地区単位でやっているところもあれば、行政区単位で行っているところもある。また、複数の行政区が合同で実施しているところもあるが、支援の範囲についてはその区域内となっている。

35 R6.11.27 市政懇談会 八幡 建設部
教育部

都市政策課
学務管理課

スクールバスについて 　八幡地区にはスクールバスがなく、直町地区、二枚橋地区
の子どもの中には県交通のバスを利用している子もいるが、
最近はバスの便が減って、大変であるという意見を聞いた。
現在、石鳥谷中学校前から花巻方面に向かう最終便が16時
35分頃となっている。
　こうした状況があることから、冬季期間に限りスクールバス
があればいいと思う。中学校も来年度は全校生徒が300人を
切ると伺っており、少人数のためにバスを出すことはできない
ということもあるのかもしれないが、何かいい方法がないかと
思っている。

　スクールバスについての意見は教育委員会に伝える。
　岩手県交通で運転手の不足により便数の見直し等を行っており、花巻市内では土沢線が廃止となり、現在は市で独自にコミュニティバスを運行しているところである。岩手県交通において、クラブ活動が終わる時間帯の運行をしていただければいいが、実際にはそう
いった対応は難しいと思われる。

【補足】
（都市政策課）
　石鳥谷線は、岩手県交通(株)が運行する独自路線（国県補助路線・赤字自社負担）であるため、市において運行ダイヤを調整することは難しい状況にあるが、どの時間帯に運行してほしいか具体的な要望があるのであれば、岩手県交通(株)に対し申し伝える。

（学務管理課）
　石鳥谷中学校に確認したところ、授業終了後の岩手県交通のバスの利用は可能とのことである。部活動を最後まで行った場合は、路線バスの最終便の運行が終わってしまうとのことであるが、スクールバスの運行については、距離要件を設けており、この基準を満
たさない場合は、運行は難しい。
　また、スクールバスを利用している生徒においては、バスの時刻に合わせて部活動を切り上げているなど個々の対応となっているとのことから、岩手県交通のバスを利用する生徒についても基本的には同様の対応になるものと考えている。

36 R6.11.27 市政懇談会 八幡 生涯学習部
商工観光部

国際交流室
商工労政課

外国人市民に関する広報に
ついて

　外国人労働者等が日本で生活する上で困っていることを、
事業主を通してアンケートを取り、それを定期的に広報に掲
載してはどうか。
　また、日本に来ている外国人の多くはアジア方面の方々な
ので、英語でコミュニケーションを図ることは難しい。日本人が
日本語を見直して、やさしい日本語を学んで伝えることが必
要だと思う。そのようなことも広報で発信できるのではない
か。

【生涯学習部長】
　多文化共生プランにのっとった形で、広報等で外国人の方の情報を流すことは検討してまいりたい。
　言葉の問題については、日本語講座として外国人の方に日本語を教えることや、日本人の方に日本語の学習支援というボランティア講座も実施している。
　また、防災関係の講座や、ごみ分別の講座も開催しているが、たくさんいる外国人の中のごく限られた方しか受けてないと思うので、広く周知できるような方法を考えていきたい。

【商工観光部長】
　外国人労働者の方がどんなことに困っているかということについては、事業主に企業訪問などをして、外国人の採用状況なども聞いているので、その中で外国人の方が困っていることを聞けると思う。
　企業の方からは、スマートフォンの翻訳機能を活用してコミュニケーションをとっていると聞いている。
　ごみの分別については、市のホームページにごみの分別表を掲載しており、英語、中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語に対応しているので、事業主にも伝えていきたい。
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■令和６年度市政懇談会記録（11月開催分） 「内容」「懇談会での回答」は、読みやすくするため、正確さを損なわない範囲で、部分的に文章上の整理を行っています。

番号 年月日 種別 地区名 担当部 担当課
参加者発言趣旨

（タイトル）
内容（要旨） 懇談会での回答（現状・取り組み状況等）

37 R6.11.27 市政懇談会 八幡 教育部 文化財課 郷土芸能について 　八幡地区で鹿踊をやっていて、市の指定無形文化財に指定
されている。
　無形文化財に指定されてはいるが、特に支援はないと感じ
ている。文化庁からの支援はあるが、市として何か考えること
はないか。

　観光担当として、皆様が市のイベントなどに出演くださった際には薄謝をお渡しさせていただいている。
　昨年と一昨年には国の経済対策の中で、文化財の関係団体に対し、文化庁から衣装更新費用などの補助金があったということで、教育委員会の文化財担当から各団体に案内し、取りまとめをした上で国へ提出したことは聞いている。

【補足】
（文化財課）
　民俗芸能団体等への用具等修理の市補助メニューとして「花巻市文化財保存事業費補助金」があり、市ホームページに掲載しているので、お気軽に市教育委員会にご相談いただきたい。
　また、文化庁からの補助金については、11月に全ての団体に応募通知を郵送して周知したところであり、その結果、八幡鹿踊からも応募があったところである。

38 R6.11.27 市政懇談会 八幡 石鳥谷総合支所地域振興課 田んぼアートについて 　八幡地区では田んぼアートを一生懸命やっており、何かあ
れば市にもご協力をいただきたい。

　地形を生かした特徴的な取り組みであり、私も含め毎年楽しみに見に来ている人も多いと思う。
　市の観光の一つとしても注目されている取組みなので、八幡地区の皆さんには大変ご苦労をおかけするが続けていただければと思う。

39 R6.11.27 市政懇談会 八幡 健康福祉部 長寿福祉課 ボランティアの人材確保につ
いて

　ボランティアの人材確保に困っているのは当地区だけか。 　ボランティアの年齢構成は70歳代の方が一番多く、新たに入ってくる方がいないために高齢化しており、他の地域でも人材確保が課題となっている状況である。
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